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～リウマチの自己トレーニング②～ 

リウマチセ ンターだより 

障がい福祉サービスについて 

Q：難病で治療中です。40 歳未満のため介護保険が受けられません。福祉サービスを受けたいの

ですが、どうしたらいいですか？ 

 

A ：難病で治療中の方は、障がい福祉サービス（自立支援給付：介護給付、訓練等給付、自立支

援医療、補装具）を受けられる可能性があります。（関節リウマチも対象となります。） 

病状により、40歳未満で介護保険の適応にならない方、障害者手帳がない方、指定難病特定疾患

医療費受給者証のない方も対象となります。 

サービスを利用したい場合は、お住まいの市町の福祉課（保健福祉センター）へ申請してくださ

い。①指定難病特定疾患医療費受給者証②一般特定疾患医療費受給者証③小児慢性特定疾病医療

受給者証④診断書のいずれかの書類で申請が可能です。病状により、障害者総合支援法に基づく

障害支援区分の認定や支給決定が行われ、受けられるサービスが決定します。 

受給者証があれば必ず受けられるわけではありませんが、難病は障がいではないからとサービス

利用を諦めることはありません。 

ご希望の方はお住まいの市町に「障がい福祉サービスを受けるにはどうしたらいいか？」 

と相談されてはいかがでしょう。 


